
総務省

統計局
都道府県 調査員 調査世帯

・調査方法などの

企画・設計

・調査地域の選定

・調査員の任命

・調査世帯の選定 ・調査の依頼

・調査票の配付

・調査票（家計簿

など）への記入

・調査票の回収・調査票の審査

・調査票の集計

（統計の作成）

・調査結果の公表

１ ２ ３ ４

７ ６ ５

６か月間

（単身世帯は

３か月間）

調査地区の

世帯を訪問

家計調査の流れ

※調査員があらかじめ

調査地区の全ての世帯

について作成した名簿に

基づいて選定

※都道府県知事が任命した

非常勤の地方公務員


